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港湾運営の民営化 
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利用者（船社等） 

港湾運営会社 

国 

港
湾
管
理
者 

料金決定権を確保し、荷主・船社への営業活動 

財産貸付 

料
金 

民間資金 

監督 監督 

公共性確保のための
チェック 

（運営計画・料金変更
命令・監督命令・大口
株式保有への規制等） 
 

公共性確保のための
チェック 

（運営計画・料金変更
命令・監督命令・大口
株式保有への規制等） 

国又は港湾管理者
により指定 

協力 

・港湾運営会社の提案も
踏まえ、港湾計画を作成 

・臨港地区における行為
の届出の特例 

支援 

荷役機械などの整備
に係る支援（税制・無
利子貸付）など 

行政財産の貸付け 

 
行政財産の貸付け 

流通施設の経営など関連事業は
自由に展開 

出
資 

港湾施設 
（国・港湾管理者） 

荷役機械など 
（会社が整備） 

埠頭群の運営業務 

財産貸付 

関連事業 

公設民営 

運営計画に基づき、港湾運営に関する業務
を一元的に担う 

サ
ー
ビ
ス 

  港湾運営の民営化について 
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 港湾運営に関する業務を一元的に担う港湾運営会社を設立し、民の視点による港湾の一体運営を実施。 



23年度 26年度 27年度 24年度 25年度 

【東京港】 
埠頭会社 特例港湾運営会社 

埠頭公社 

埠頭公社 

埠頭公社 

特例港湾運営会社 

特例港湾運営会社 

特例港湾運営会社 

埠頭会社 

埠頭会社 

【横浜港】 

【大阪港】 

【神戸港】 

【京浜港】 
港湾運営会社 

【阪神港】 
港湾運営会社 

特例港湾運営会社指定 

公社民営化 特例港湾運営会社指定 経営統合 

経営統合 

22年度 

民間出資 

民間出資： 
 概ね３割程度を目指す 

民間出資： 
 概ね３割程度を目指す 

民間出資 

民間出資 

公社民営化 

H23.4.1 H24年度 

民間人トップ 
犬伏泰夫社長就任 

（H23.4.1 元神戸製鋼所社長） 

民間人トップ 
川端芳文社長就任 

(H23.6.27 前野村證券顧問） 

H23.7.26 

受皿会社設立 

阪
神
港 

京
浜
港 

  港湾運営の民営化スケジュール 

3/31 

改
正
港
湾
法
公
布 

4/1 (

港
湾
の
種
類
関
係
） 

改
正
法
施
行
（そ
の
１
） 

9/15 (

基
本
方
針
関
係
） 

改
正
法
施
行
（そ
の
２
） 

12/15 (

港
湾
運
営
会
社
関
係
） 

改
正
法
施
行
（そ
の
３
） 

12/8 

（港
湾
計
画
一
部
変
更
） 

港
湾
分
科
会 

民間人トップ、民間出資 

H24年度 
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民間人トップ 
髙島正之社長就任 

（H24.6.29 元三菱商事副社長） 



  

２．港湾利用・管理 

 

港湾施設の戦略的維持管理 
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  港湾施設の戦略的維持管理について 

• 高度経済成長期に集中的に整備した港湾施設の老朽化が進行し、
今後、供用後50年を経過する施設数が急増。 

• 今後も港湾の機能を維持していくためには、適切な維持管理が必要。 

【現状及び将来見通し】（老朽化施設の増大） 

【対策】 （維持管理計画（長寿命化計画）の策定等） 
（予算支援） 

 ○既存の港湾施設の維持管理計画（長寿命化計画）策定に係る経費について、 
   原則５年間（平成20年度から平成24年度）の予算制度化 

（技術基準の整備） 

 ○技術基準省令を改正し、計画等に基づく適切な維持を規定 

（技術的支援） 

 ○港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き、維持管理技術マニュアルを作成 

 ○研修・資格制度を整え、専門技術者の育成を促進 
 

【港湾施設の維持管理における課題】 
• 岸壁、防波堤等の港湾施設については、国が直轄事業で
整備した施設も含め、港湾管理者（地方公共団体等）が
費用を負担して一元的に維持管理を実施。 

• 今後、維持補修・改良・更新費の増大が見込まれている
にもかかわらず、すでに港湾管理者の財政は逼迫しており、
施設を適切に維持管理するための財源が不足。 

• このような状況下、維持管理が適切に行われず、施設の
劣化による破損や事故も発生。 

岸壁の陥没によるクレーンの倒壊事故 

予防保全的な維持管理による施設の長寿命化の概念図 

効
用
・性
能 

標準的供用限界 

供用期間 

施設の長寿命化 予防保全的な維持管理へ転換 

改良工事 
（コスト小） 

当初のライフサイクル（設計供用期間） 

抜本的な 
更新工事 
（コスト大） 

各期間に整備した岸壁数と供用後50年を経過する岸壁数の推移 

港湾岸壁 約5000施設 

2010年 

約5％ 
2030年 
約53％ 

建設後50年以上を 

経過した岸壁 

整備岸壁数 
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２．港湾利用・管理 

 

コンテナ輸送の効率化対策 
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  コンテナ輸送の効率化のためのソフト対策 

取扱料金の国際比較（平成20年） 
（４０フィートコンテナ１個あたり 京浜港＝１００） 

0

50

100

150

京浜港 高雄港 釜山港 シンガポール港 釜山新港

１００

６９

７９

５９

（H18年供用）

２割弱低減
（H12年度比）

約１割低減
（H12年度比）

同程度
（H12年度比）

８５

0 20 40 60 80

平成13年

平成16年

平成18年3月

平成21年3月

(AEO利用以外)

（AEO利用以外、除く週末）

（ＡＥＯ利用）

（ＡＥＯ利用、除く週末）

22.6

19.7

18.4

17.7

14.0

13.2

11.7

31.0

30.8

29.5

28.7

12.4

22.8

10.7

4.9

4.4

3.1

3.0

1.3

0.1

0.1

入港～搬入 搬入～申告 申告～許可

リードタイムの削減 

京浜港におけるコンテナ取扱料金は、 

       平成20年度までに２割程度削減 
リードタイム（船舶の入港から貨物の引き取りが可能となる
までの時間）も、平成20年度までに１日程度にまで短縮 

○ スーパー中枢港湾施策等によるハード、ソフト一体となった取り組みの実施により、コンテナ取扱料金は２割程度
の削減、リードタイムも１日程度にまで短縮を達成。 

○ さらなる、港湾サービスの高度化を図るため、平成21年度から平成23年度まで「モデル事業」として官民連携した
取り組みを実施。 

さらなる、サービスの高度化を図るため、「モデル事業」として官民連携での取り組みを実施した。 

・ 内航をはじめとするフィーダー網の抜本的な強化による広域からの貨物集約の推進 

・ゲートオープン時間拡大による24時間化の推進、貨物積替円滑化支援施設整備などその他荷主サービスの向上 
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２．港湾利用・管理 

 

コンテナ輸送の流れ 
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※1 ステベとも言う 

※2 ドレージ業者とも言う 

※3 NVOCCはフォワーダーとも呼ばれる。 

※4 戦前の海運組合法で、定期船貨物の取次をする仲介業者を乙種海運仲立業（乙仲）と区分され 

   ていたことに由来する。 

【輸入】 

  モノの流れに沿った物流事業関係者（コンテナの場合） 

【輸出】 

船
社 

タ
ー
ミ
ナ
ル 

オ
ペ
レ
ー
タ
ー

（港
運
） 

陸
運 

倉
庫 

荷
主 

荷
主 

倉
庫 

陸
運 

船
社 

工場 

バ
ン
プ
ー

ル 

オ
ペ
レ
ー

タ
ー 

（港
運
） 

海貨（乙仲） 

NVOCC 

船舶代理店 

工場 空バンプール 

空バンプール 

船舶代理店 

■船社（代理店）の手続き 

積荷目録一覧表（税関） 
・・・輸送主体 

・・・手続主体 

：自ら輸送手段を持たない利用運送事業者。 
（Non Vessel Operating Common Carrier ） 

倉庫 

タ
ー
ミ
ナ
ル 

オ
ペ
レ
ー
タ
ー

（港
運
） 

バ
ン
プ
ー
ル 

オ
ペ
レ
ー
タ
ー 

（港
運
） 

■海貨・NVOCCの手続き 

①・動植物検疫（農水省） 
  ・食品検査（厚労省） 
  ・薬事法関係（厚労省） 
  ・見本特だし、内容点検、 

    改装仕分け、廃棄滅却申請 

  （税関） 
②輸入申告（税関） 

コンテナターミナル 

コンテナターミナル 

海貨（乙仲） 
■海貨・NVOCCの手続き 

①・動植物検疫（農水省） 
  ・食品検査（厚労省） 
  ・薬事法関係（厚労省） 
  ・見本特だし、内容点検、 

    改装仕分け、廃棄滅却申請 

  （税関） 
②・輸出申告（税関） 
   ・コンテナ扱い申請書（税関） 

NVOCC 

倉庫 

※1 ※2 

※3 

 

：荷主から委託され輸出入貨物の上屋への搬出入、荷渡し等を実施する業者 
※4 

 

【凡例】 
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船社 港運 陸運 倉庫 海貨（乙仲） NVOCC 

 

船舶代理店 荷主 

法律 
事業 
(免許等) 

海上運送法 
・外航貨物定期航
路事業（届出） 

港湾運送事業法 
・元請：一般港湾運
送事業（許可） 
・下請：港湾荷役事
業（許可） 

一般貨物自動車運
送事業法 
・一般貨物自動車運
送事業（許可） 

倉庫業法 
・倉庫業 
（登録） 

港湾運送事業法 
・海運貨物取扱業限
定の一般港湾運送事
業（許可） 

貨物利用運送事業
法 
・貨物利用運送事業
（許可） 

海上運送法 
・海運代理店業 
（届出） 

 
 
－ 

各種協会 
 
 

・日本船主協会 
・外国船舶協会 
等 

・日本港運協会 
等 

・全日本トラック協会 
等 

・日本倉庫協会 
等 

・日本海運貨物取扱
業会 
等 

・日本インターナショ
ナルフレイトフォワー
ダーズ協会 
等 

・日本船舶代理店協
会 
・外航船舶代理店業
協会 
等 

・日本経済団体連
合会 
・日本機械輸出組
合 
・日本貿易会 
等 

主な 
企業 上組、日本通運、日新、山九、名港海運、住友倉庫、三菱倉庫、日本トランスシティ、辰巳商会 等 

新興海陸運輸、二葉 等 

ﾆﾁﾚｲﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ
ｽ、ｷｮｸﾚｲ、 
山手冷蔵 
等 

日本郵船 

商船三井 

川崎汽船 

マースク 

APL 

エバーグリーン 

韓進海運 

COSCO 

OOCL 

等 

日本ｺﾝﾃﾅ輸送 

国際ｺﾝﾃﾅ輸送 

鈴江ｺﾝﾃﾅﾄﾗﾝｽ
ﾎﾟｰﾄ 
藤木陸運 

等 

内外ﾄﾗﾝｽﾗｲﾝ 

ｾｲﾉｰﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ 

ﾄﾗﾝｽｺﾝﾃﾅ 

信永海運 

等 
 

明正 
内外日東 
日成 
等 

NYKロジスティクス

ジャパン、商船三
井ロジスティックス 
等  

トレーディア 等 

大森廻漕店、バンテック等 
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２．港湾利用・管理 

 

45ｆｔコンテナに係る取り組み 
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 【規制・制度改革に係る方針（平成２４年７月１０日閣議決定）（抜粋）】 

○45フィートコンテナ用セミトレーラ連結等の長さ17mを超える車両は、長さ17m以下の車両と比べて通行条件が厳しくなる（分類
上、長さ20m車両の軌跡図で審査された通行条件が適用される（徐行及び誘導車配置条件が附される））。 

○ＩＳＯ規格45フィートコンテナについては、構造改革特区「みやぎ45フィートコンテナ物流特区」にて、通行条件の緩和措置を講じ
た輸送車両が実走行中。 

○本年７月に「規制・制度改革に係る方針」が閣議決定され、みやぎ構造改革特区以外における輸送経路の検証、通行可能な経
路の調査について、２４年度に実施する予定。 

番号 事項名 規制・制度改革の内容 実施時期 

法律事項・政令事項・ 
省令事項 

所管省庁 
法
律 

政
令 

省
令 

その他
（運用等） 

14 

45フィートコンテナ

輸送の普及促進に
向けた取組 

産業界からの提案も踏まえ、全国展開に向
け、「みやぎ45フィートコンテナ物流特区」以

外の輸入港を発着する輸送経路での検証、
通行可能な経路の調査を実施する。 

平成24年度 

措置 
● ● 国土交通省 

経
団
連
タ
イ
ム
ス
（
24
・
8
・
30
） 

みやぎ45フィートコンテナ物流特区における実走行の内容 

○内容 

  工場～港間の陸上輸送に、４５フィートコンテナ輸送車両を利用 

○これまでの対応 
平成２３年９月５日   公道走行開始  ※仙台東部道路、国道４号、宮城県道１０号、岩沼市道４１号等を利用 

    １０月から  運行状況や事故、ヒヤリハットの発生状況等について、申請者から道路管理者へ報告開始 

○車両諸元 

車両長：１７．２３ｍ 幅：２．４９ｍ 車両総重量３５．２３ｔ 
○走行経路 

仙台塩釜港から宮城県岩沼市内タイヤ工場（東洋ゴム工業）までの３経路 

○特例措置 

交差点における通行につき、当該車両の軌跡図で審査し通行可能と判断された 

場合、４０フィートコンテナ輸送車両と同等の通行条件を適用 
 

 

 

※ ４５フィートコンテナ輸送用シャーシは海外から調達 

※国道４号 岩沼市末広 交差点 
※ その他、倉庫（仙台市：セルコホーム）～港間で長さ１７ｍ超の４５ｆｔコンテナ輸送車両が実走行 

  45フィートコンテナに係る国土交通省の取り組みの状況 
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３．安全・安心 

 

ロシアにおけるエネルギー開発 
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  ロシアにおけるエネルギー開発 

出典：北海道庁ＨＰ 
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３．安全・安心 

 

海洋資源 
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  我が国の海洋をめぐる状況 

（出典）海上保安レポート２０１０ 

○国土面積 

  約３８万ｋ㎡（世界第６１位） 
  

 

○領海・排他的経済水域の面積 

  約４４７万ｋ㎡（世界第６位） 
  国土面積の約１２倍 

 

 

○海岸線延長 

  約３.５万ｋｍ（世界第６位）  

 

 

○輸出入取扱貨物量の海上 

  輸送依存度（平成２１年） 
  ９９％以上 

 

○漁獲量（平成２１年） 
  約５４３万トン（世界第５位） 
 

 

○海洋エネルギー・鉱物資源 

 海底熱水鉱床等の鉱物資源、 

 メタンハイドレート等のエネル 

 ギー資源が分布  

69 

第1位 ロシア、第2位 カナダ、第3位 中国、 

第4位 米国、第5位 ブラジル 

第1位 米国、第2位 オーストラリア、第3位 インドネシア、 

第4位 ニュージーランド、第5位 カナダ 

第1位 カナダ、第2位 インドネシア、第3位 グリーンランド、 

第4位 ロシア、第5位 フィリピン 

第1位 中国、第2位 ペルー、第3位 インドネシア、 

第4位 米国 



※メタンハイドレート海洋産出試験プレス説明会資料より 

 
○メタンハイドレートは水分子のカゴ構造の中にメタン分子が閉じ込められた物質  

○メタンハイドレート1立方メートルが分解すると、160~170立方メートル(0℃・1気圧)のメタンガスが発生  

○メタンハイドレートは「低温・高圧」の条件で安定な物質であり、自然界では主に極地の永久凍土地帯の地底と、  

  水深500m以深の海底面下に存在（日本では南海トラフ海域を中心に相当量の賦存が見込まれている） 

メタンハイドレートを含むコア試料  メタンハイドレートの分子構造 

メタンハイドレート安定領域 

日本周辺海域における 

メタンハイドレート起源ＢＳＲ分布図（2009年） 

※ＢＳＲ（海底擬似反射面） 

音波探査によりＢＳＲと呼ばれる特徴的な反射面を確認することによって、
地層中のメタンハイドレートの存在を推定している。 

  メタンハイドレートとは 
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  メタンハイドレート開発状況 

フェーズ１（平成１３～２０年度） フェーズ２（平成２１～２７年度） フェーズ３（平成２８～３０年度） 

・日本海周辺海域の賦存状況調査 

・東部南海トラフ海域の資源量評価 

・カナダでの陸上産出試験など 

・東部南海トラフ海域での海洋産出試験 

・長期陸上産出試験（米国を想定）など 

・経済性評価等の総合的検証 

・商業化に向けた技術整備など 

第1回メタンハイドレート海洋産出試験 

○実施場所：愛知県沖（第二渥美海丘） 

○実施期間：平成24年2月～平成25年8月頃 

（平成23年度に事前掘削（平成24年3月実施済）、平
成24年度に産出試験予定） 

○産出方法：浮遊式の掘削リグを用いた減圧法 

○事業主：経済産業省 

減圧法とは 

○生産井内の水を汲み上げ、地層内の圧力を低下させるこ
とにより、メタンハイドレートを地層中でメタンガスと水に
分解しメタンガスを回収する 

○平成19～20年度の陸上産出試験において世界初の連
続産出に成功（カナダにおいて日本・カナダ共同で実施） 

※メタンハイドレート海洋産出試験プレス説明会資料より 

減圧法の概念図 

メタンハイドレート開発計画（海洋エネルギー・鉱物資源開発計画、平成21年3月、経済産業省） 
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  メタンハイドレートの輸送について 

○メタンハイドレートの海洋産出は洋上プラットフォームを活用して行われることが想定され、洋上でメタンガスとして回収する 

○メタンガスを洋上プラットフォームから陸上へ輸送する方法は、①パイプラインによる輸送、②LNG船による輸送が候補となる 

○LNG船による輸送の場合、既存LNG基地等への輸送が想定される 

○LNG基地からは海上・陸上輸送やパイプライン等により発電所や一般消費者まで輸送される 

メタンハイドレートの輸送について（資源エネルギー庁、JOGMEC等のヒアリング） 

※天然ガスシフト基盤整備専門委員会資料より作成 ※メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアムHPより 

日本国内のLNG基地所在地 

函館港 

苫小牧港 

八戸港 

仙台塩釜港 
新潟港 

千葉港 

木更津港 
川崎港 

横浜港 
清水港 

名古屋港 

四日市港 堺泉北港 

姫路港 

高松港 
坂出港 

水島港 

松山港 

広島港 

柳井港 北九州港 

博多港 

長崎港 

鹿児島港 

大分港 

岡山港 
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○海底熱水鉱床      ：海底火山の活動に伴う熱水活動によってできた鉱床 

                 銅、鉛、亜鉛、金、銀等の重金属で構成 

○コバルトリッチクラスト：海底の岩盤を皮殻状に覆うマンガン酸化物 

                マンガン団塊に比べ、コバルトの品位が3倍程度高く、白金が含まれている 

○マンガン団塊      ：海底の堆積物上に分布している直径2～15cmの球形ないしは楕円形のマンガン酸化物 

                銅、ニッケル、コバルト等の有用金属が含まれている 

日本周辺海域におけるコバルト等の資源分布状況 

出典：北西太平洋（日本海周辺海域海底鉱物資源データベース） 
〔（独）産業技術総合研究所〕 

海底鉱物資源の概要 
（独）石油天然ガス・鉱物資源機構資料より 

  海底鉱物資源について 
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３．安全・安心 

 

海洋権益の確保 
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海洋資源の開発・利用、海洋調査等に関する活動が本土から遠く離れた海域においても安全
かつ安定的に行われるよう、南鳥島及び沖ノ鳥島において特定離島港湾施設の整備を推進 

東京から 
約1,700km 

東京から 
約1,950km 

父島から 
約1,200km 

父島から 
約900km 

（出典）海上保安庁海洋情報部 

     のホームページより 
沖ノ鳥島 

南鳥島 

沖ノ鳥島 

南鳥島 

マンガンクラスト 海底熱水鉱床 

＜海洋資源の分布状況＞ 

＜南鳥島及び沖ノ鳥島の位置＞ 

＜沖ノ鳥島＞ ＜南鳥島＞ 

約42万k㎡ 

約43万k㎡ 

  海洋権益の確保（遠隔離島における活動拠点の整備） 
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・「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」が平成22

年６月に施行され、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの（特

定離島港湾施設）の建設・改良・管理は、国土交通大臣が行う旨規定。 

・基本計画：南鳥島及びその周辺海域で活動する船舶による係留、停泊、荷さばき等が可能となるよう、南鳥島南側海岸部に特定

離島港湾施設※を整備する。 

 ※特定離島港湾施設：岸壁（延長１６０ｍ・水深８ｍ）・泊地（水深８ｍ）（附帯施設を含む） 

・事業期間 ：平成２２～２７年度 

※特定離島港湾区域 
○特定離島港湾施設の存する港湾において、当該港湾の利用又は保全
上特に必要があると認めて国土交通大臣が定めて公告した水域。 

＜船艇係船地跡＞ 

＜海上自衛隊庁舎＞ 

＜気象庁観測所＞ 

 

イメージ図 

南側海岸 

滑走路 

東側海岸 

西側海岸 

特定離島港湾区域 

特定離島港湾 

施設整備地 
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  南鳥島における活動拠点整備事業 



＜浚渫工事＞ ＜海上土質調査＞ 

＜水準測量＞ ＜コンクリートプラント＞ 77 

  南鳥島の写真① 



＜国土交通省南鳥島港湾保全管理所＞ 

＜荷揚げ状況①＞ ＜荷揚げ状況②＞ 

＜荷揚げ状況③＞ 78 

  南鳥島の写真② 



・「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」が平成22

年６月に施行され、基本計画において拠点施設としてその整備、利用及び保全の内容に関する事項が定められたもの（特

定離島港湾施設）の建設・改良・管理は、国土交通大臣が行う旨規定。 

・基本計画：沖ノ鳥島及びその周辺海域で活動する船舶による係留、停泊、荷さばき、北小島等への円滑なアクセス等が可

能となるよう、沖ノ鳥島西側に特定離島港湾施設※を整備する。 

 ※特定離島港湾施設：岸壁（延長１６０ｍ・水深８ｍ）・泊地（水深８ｍ）・臨港道路（附帯施設を含む） 

・事業期間 ：平成２３～２８年度  

特定離島港湾区域 

※特定離島港湾区域 
○特定離島港湾施設の存する港湾において、当該港湾の利用又は保全上特に
必要があると認めて国土交通大臣が定めて公告した水域。 

＜北小島＞ 

＜東小島＞ 

＜観測所基盤＞ ＜観測施設＞ 

特定離島港湾施設 

整備地 
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  沖ノ鳥島における活動拠点整備事業 



＜船上から見た沖ノ鳥島＞ ＜深浅測量＞ 

＜海上土質調査①＞ ＜海上土質調査②＞ 80 

  沖ノ鳥島の写真 



  

３．安全・安心 

 

離島の現況 
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  離島振興対策実施地域の概要 

82 出典：第７回 国土審議会離島振興対策分科会（2012年2月1日） 



  離島の人口 

83 出典：第７回 国土審議会離島振興対策分科会（2012年2月1日） 



  離島の高齢者比率 

84 出典：第７回 国土審議会離島振興対策分科会（2012年2月1日） 



  離島の交通 

85 出典：第７回 国土審議会離島振興対策分科会（2012年2月1日） 



  

３．安全・安心 

 

船舶の大型化 

86 



船型の例 
穀
物 

鉄
鉱
石 

石
炭 

パナマックス＜７．４万トン級の例＞ 

ポストパナマックス＜１２万トン級の例＞ 

VLOC＜３３万トン級の例＞ 

ケープサイズ＜１５万トン級の例＞ 

出典：企業ヒアリングより国土交通省港湾局作成 

＊1 単位は載貨重量トン（DWT）。 

    DWT（Dead Weight Tonnage） ： 貨物船に積載可能な貨物等の最大重量トン。主に貨物船の大きさを表す。 

＊2 2014年完成予定の新パナマ運河に対応した船舶。 

  船舶の大型化の進展 
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○ 大量一括輸送による輸送の効率化を図るため船舶の大型化が進展 

全長２２５ｍ

満載喫水
12.7m

必要岸壁水深
14m程度

全長２５０ｍ

満載喫水
15.2m

必要岸壁水深
17m程度

全長２７０ｍ

満載喫水
17.5m

必要岸壁水深
19m程度

全長３４０ｍ

必要岸壁水深
23m程度

満載喫水
21.1m

○バルク輸送船舶の大型化 

岸壁 
水深 

対象船舶 

船名 
同縮尺イメージ 

（長さ方向に同縮尺） 積載 
TEU 

－10m 1,008 
Erawan 
Bridge 

－12m 2,200 Kaedi 

－14m 4,211 
Ever 
Deluxe 

－15m 5,896 
MOL 

Advant
age 

－16m 7,226 
Columb
ine 
Maersk 

－18m 14,000 
MSC 

Daniera 

○コンテナ船の大型化 

http://photos.marinetraffic.com/ais/showphoto.aspx?photoid=458204&size=full


大西洋 

太平洋 

現航路の拡幅と増深 
2億9,000万ドル 

接続航路の建設 
8億2,000万ドル 

第３閘門の建設 
（再利用水槽併設） 
33億5,000万ドル 

ガツン湖の 
水位引上げ 

2億6,000万ドル 

現閘門（第１、第２閘門）と第３閘門（新設）との比較 

第３閘門の各閘室の長さ 427m  
通航可能最大船舶の長さ 366m  

12,000TEU積 
コンテナ船 

4,500TEU積 
コンテナ船 

閘室の幅 33.5m 
閘室の幅 55m 

船幅 
49m 

閘室水深 
12.6m 

喫水 
12.0m 

喫水 
15.2m 

閘室水深 
18.3m 

12,000TEU積   コンテナ船 4,500TEU積   コンテナ船 

船幅 
32.3m 

現閘門 第３閘門 

総事業費 ： 52億5,000万ドル 
工期 ： 2007～14年  (平成19～26年)                  
  ※インフレ考慮額（5億3,000万ドル含む） 

現閘門の各閘室の長さ  305m 
通航可能最大船舶の長さ 294m 

出典：パナマ運河庁資料を基に国土交通省港湾局作成 

第３閘門の新設を中心とするパナマ運河拡張
工事により、喫水15.2mの船舶が通行可能に。 
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  パナマ運河拡張計画 



704隻 596隻 493隻 
462隻 500隻 430隻 

1,367隻 
1,238隻 

1,133隻 1,098隻 1,240隻 1,173隻 

950隻 

897隻 
783隻 802隻 

1,036隻 
1,235隻 

435隻 

585隻 
808隻 857隻 

871隻 840隻 

188隻 
171隻 103隻 

417隻 

1,149隻 
1,519隻 

592隻 
722隻 931隻 

1,198隻 

1,435隻 

1,479隻 

291隻 347隻 304隻 

304隻 

632隻 

868隻 

109隻 140隻 
251隻 

418隻 

919隻 

1,155隻 

隻 

1,000隻 

2,000隻 

3,000隻 

4,000隻 

5,000隻 

6,000隻 

7,000隻 

8,000隻 

9,000隻 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 

出典：CLARKSON「The Bulk Carrier Register 2011」より国土交通省港湾局作成 ※ＤＷＴ（Dead Weight Tonnage）：貨物船に積載可能な貨物等の最大重量トン。主に貨物船の大きさを表す。 

船腹区分（DWT） 1～2万 2～3万 3～4万 4～5万 5～6万 6～8万 8～10万 10～12万 12～16万 16万以上
平均的喫水(m) 8.7 9.8 10.5 11.4 12.3 13.5 14.1 14.6 17.0 18.1

隻 バルク貨物船（１万DWT以上）の運航隻数の推移 

■近年、バルク貨物船は大型化しており、現在、パナマックス級（6～７万DWT）以上の運航隻数が全体の約４割を
占めている。 

21% 

79% 

40% 

60% 

1~2万DWT 1~2万DWT 1~2万DWT 1~2万DWT 1~2万DWT 1~2万DWT 

2~3万DWT 

3~4万DWT 

4~5万DWT 

5~6万DWT 

6~8万DWT 

8~16万DWT 

16万DWT以上 

16万DWT以上 

16万DWT以上 

16万DWT以上 
16万DWT以上 16万DWT以上 

8~16万DWT 

8~16万DWT 

8~16万DWT 8~16万DWT 8~16万DWT 

6~8万DWT 

6~8万DWT 

6~8万DWT 6~8万DWT 
6~8万DWT 

5~6万DWT 

5~6万DWT 
5~6万DWT 

5~6万DWT 
5~6万DWT 

4~5万DWT 

4~5万DWT 4~5万DWT 

4~5万DWT 
4~5万DWT 

3~4万DWT 

3~4万DWT 3~4万DWT 

3~4万DWT 

3~4万DWT 

2~3万DWT 2~3万DWT 2~3万DWT 
2~3万DWT 

2~3万DWT 

8,699隻 

7,782隻 

5,556隻 

4,806隻 
4,696隻 4,636隻 

  バルク貨物船の大型化 

31% 
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1,490  

46  

8,588  

2,881  
2,144  

137 

265 

425 

40 

6,622 

4,148 

2,148 

4,020 

2,265 

753 

1,874 

34 

235 

275 

377  

14  

210  

3,301  

71  

1,218  

972  

163  

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

中国（香港） インド 日本 韓国 台湾 

その他 

コロンビア 

南アフリカ 

インドネシア 

カナダ 

オーストラリア 

12,896 

6,138 

注）一般炭輸送船の１５万ＤＷＴ以上のケープサイズの航海数を推計するため、荷揚地よりアジア主要国に一般炭を輸送する港湾に限定して抽出を行った。 

出典）輸出入量：2011石炭年鑑、IOE Coal Information 2011等／航海数：Lloyd’s List Intelligence船における積出国・荷揚国の船舶動静データから国土技術政策総合研究所推計 

●ケープサイズ級（15万DWT以上）のバルク船による 
アジア主要国への一般炭輸送の実績推計（2010年） 

●アジア主要国への一般炭輸送実績（2010年） （万㌧） 

1 2 6 

39 41 

18 

20 
5 

7 

12 
2 

3 

12 

1 

2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

中国（香港） インド 日本 韓国 台湾 

コロンビア 

南アフリカ 

インドネシア 

カナダ 

オーストラリア 

21 
14 13 

68 

       荷揚（輸入）          

  積出（輸出） 

中国 
（香港） 

インド 日本 韓国 台湾 総計 

コロンビア       1 2 3 

南アフリカ   12 2 3 12 29 

インドネシア 20   5 7   32 
カナダ     18   18 

オーストラリア 1 2 6 39 41 89 

総計 21 14 13 68 55 171 

（隻数） 

       荷揚（輸入）          

  積出（輸出） 

中国 
（香港） 

インド 日本 韓国 台湾 総計 

コロンビア  377   14  201 601 

南アフリカ 753  1,874 34 235 275 3,170 

インドネシア 6,622 4,148  2,148 4,020 2,265  19,203 

カナダ  137     265  425 40  868 

オーストラリア 1,490 46 8,588 2,881 2,144 15,149 

その他 3,301 71 1,847 1,527 581 7,327 

総計 12,681 6,138 12,896 9,089 5,515 46,318 

12,681 

9,089 

5,515 

（万㌧） 

55 

○韓国や台湾等では、スケールメリットを活かした大量一括輸送によるコスト削減を目的としてケープサイズ級の
超大型船による一般炭の輸入が主流となっている一方、日本はそれらの国々より輸入量が多いにもかかわらず
港湾の水深などが不十分であること等の理由により、ケープサイズ級の超大型船の利用が進展していない。 

  ケープサイズ級（一般炭輸送船）によるアジア主要国への航海数（2010年） 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1965 1975 1985 1995 2005 2015 

日本（公共） 

日本（専用） 

中国 

韓国 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 

日本（専用） 

中国 

韓国 

【石炭】 【鉄鉱石】 

【穀物】 
水深（ｍ） 

年 

※海外と日本の主要なバルク貨物取扱港湾における、供用中の最大岸壁 

 水深とその整備年をプロット 

水深（ｍ） 

年 

(17.3m) 

ニューオリンズ港 

（計画） 
→パナマ運河拡張後の最大 

 船型に対応した岸壁水深 

16.8m 

(14.0m) 

(13.2m) 

(14.0m) 

○日本の主要なバルク貨物取扱岸壁は、近隣アジア諸国と比較して整備年が古い傾向にあり、岸壁水深が浅い。 

  一方、近隣アジア諸国の同岸壁は、昨今の大型バルク船の就航に対応しており、整備年が新しい傾向にある。 

※グラフ中（ ）内の数字は、航路、泊地が整備された後に確保される水深 

出典：Lloyd‘s Register「Ports&Terminals Guide」、Lloyd‘s「PORTS OF THE WORLD 」、 
    Shipping Guides「GUIDE TO PORT ENTRY」、国総研資料第525号（平成21年3月） 
    「北東アジアにおける三大バルク貨物の輸送動向の分析」、企業・船会社等より 

    ヒアリング、各港湾HPに基づき国土交通省港湾局作成 

(36.0m) 

2015年完成予定 

※整備年が不明な神戸港は除く 

16.8 

  海外と日本の岸壁水深と整備年の比較 

海外の整備事例（中国・馬迹山港） 
鉄鉱石取扱埠頭 

2002年より操業開始 

水深26m（2バース） 
（1バース整備済、1バース整備中） 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 

日本（一般炭：公共） 
日本（一般炭：専用） 
日本（原料炭：専用） 
中国 

韓国 

台湾 

水深（ｍ） 

      （36.0m） 
※2015年完成予定 

(14.0m) 
(12.0m) 

(13.0m) 

(17.3m) 

（ ）内の数字は、航路、泊地が整備された後に確保される水深 

年 
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３．安全・安心 

 

大型浚渫兼油回収船と海洋環境整備船の配備 
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清龍丸（名古屋港） 海翔丸（北九州港） 

舷側設置式油回収装置 

◆全国をカバーする大型浚渫兼油回収船３隻配備体制 

白 山（新潟港） 

（Ｈ：時間） 

白 山（新潟港）
【2002年 5月竣工】

清龍丸（名古屋港）
【2005年 3月竣工】

海翔丸（北九州港）
【2000年11月竣工】

 １９９７年１月のナホトカ号油流出事故を契機として、我が国沿岸域における油防除体制の強化に向けて、大型浚渫兼油回収船の配備を
推進。 

 現在、大型浚渫兼油回収船は「清龍丸（名古屋港）」「海翔丸（北九州港）」「白山（新潟港）」の３隻が配備され、海上保安庁からの出動要
請（海防法４１条の２）に基づき、出動後概ね４８時間以内で本邦周辺海域の現場へ到着し、迅速かつ確実な作業を実施できる体制を確立。 

  大型浚渫兼油回収船の配備体制 
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●船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海の閉鎖性海域（港湾区域、漁港
区域を除く）において、海面に漂流する流木等のゴミや船舶等から流出した油の回収を行っており、現在、上記海域に海洋環境整
備船を配備しています。                                                                 

海洋環境整備船の概要 

漂流ゴミの回収 

東京湾 
伊勢湾 

瀬戸内海 有明・     

八代海域 

海洋環境整備船の配備 

清掃兼油回収船「べいくりん」〔横浜港〕 

回収装置による回収 

潮目に集積する漂流ゴミ 

漂流ゴミを双胴部で 
跨ぐように航行 

清掃船「いこま」〔神戸港〕 

清掃兼油回収船「がんりゅう」 
             〔北九州港〕 

漂流する流木の回収 

清掃兼油回収船 

 「べいくりん」〔横浜港〕 

清掃兼油回収船   
   「白龍」〔名古屋港〕 

清掃兼油回収船 
 「海和歌丸」〔和歌山下津港〕 

清掃兼油回収船 
  「いしづち」〔松山港〕 

清掃兼油回収船 
 「がんりゅう」〔北九州港〕 

清掃兼油回収船 
   「Dr.海洋」〔神戸港〕 

清掃兼油回収船 
  「美讃」〔坂出港〕 

清掃船 
 「おんど2000」〔呉港〕 

調査観測兼清掃船 
 「海輝、海煌」 
〔熊本港、八代港〕 

清掃船 
   「いこま」〔神戸港〕 

清掃兼油回収船 
 「みずき」〔徳島小松島港〕 

多関節クレーンによる回収 
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  海洋環境整備船～閉鎖性海域における浮遊ゴミや油の回収 ～ 



  

３．安全・安心 

 

地震・津波対策 
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  港湾における地震・津波対策の基本的考え方・施策の方針 

１．港湾の津波からの防護 
 ○防災・減災目標に従った津波防護対策、避難対策の推進 
   （防潮堤等による背後市街地の防護、最大クラスの津波に対する施設による防護水準確保の検討、港湾に

おける避難対策、避難に係る情報提供システムの強化・多重化 等） 

 ○水門・陸閘等の施設の管理・運用体制の構築 
   （安全確保を最優先とした管理体制、自動化・遠隔操作化の促進 等） 

２．港湾ＢＣＰに基づく港湾の災害対応力の強化 
 ○耐震強化岸壁を核とする港湾の防災拠点の形成 
   （復旧・復興の拠点となる防災拠点の位置づけ、耐震強化岸壁背後のオープンスペースの確保 等） 

 ○施設や機能の重要度に応じた耐震性・耐津波性の向上 
   （国際物流ﾀｰﾐﾅﾙ、ｴﾈﾙｷﾞｰ基地など重要度の高い施設の耐震性・耐津波性の向上、粘り強い構造の検討 等） 

 ○液状化対策の検証 
   （液状化予測技術を確立し港湾の技術基準に反映 等） 
 
 ３．災害に強い海上輸送ﾈｯﾄﾜｰｸの構築 
 ○海上輸送ﾈｯﾄﾜｰｸの核となる施設における耐震性・耐津波性の向上 
   （全国的・国際的な観点から重要なﾀｰﾐﾅﾙの対策 等） 

 ○湾域において船舶航行の安全性を確保する対策の推進 
   （避泊水域や航路配置のあり方の検討 等） 

 ○広域的なバックアップ体制の構築 
   （最悪のシナリオを考慮した港湾相互のバックアップ体制 等） 96 

※港湾分科会 防災部会答申（平成２４年６月１３日） 



  

３．安全・安心 

 

地球温暖化への対応 
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  地球温暖化対策の基本方向 
基本理念 

 

適応策と緩和策のどちらも、その一方だけでは全ての気候変動の影
響を防ぐことはできないが、両者は互いに補完しあい、気候変動のリ
スクを大きく低減することが可能。 

ＩＰＣＣ第４次評価報告書 
 

・水際線に位置し気候変動の影響を直接受ける。 

・物流や産業活動からの温室効果ガスの排出に関与。 

港湾の特徴 

地球温暖化に起因する気候変動への適応策と緩和策を組み合わせた総合的な対策を進めることが不可欠。 

適応策への取り組みの基本方向 

背後地の高潮等の災害リスクの軽減 

港湾活動の維持 

緩和策への取り組みの基本方向 

環境負荷の小さい物流体系の構築 

港湾の諸活動から発生する温室効果ガスの抑制 

 

港湾に立地する
臨海部産業との
連携 

はしけ輸送へのシフト 

内陸部における 

空荷輸送の短縮 

モーダルシフト 

【船舶版アイドリングストップの
イメージ】

配
電
盤

受
電
設
備ケ
ー
ブ
ル

陸上電源受・
送電
施設

ＣＯ２等

陸側接続盤

受・送電施設
陸上電源

ケーブル

船側接続盤

船舶への陸上電力供給 荷役機械のハイブリッド化 
産業界における地球温
暖化対策との連携 

技術の普及や技術開
発等の取組への協力 
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  「海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応策検討マニュアル（案）」の策定 

国土交通省港湾局より、海岸保全施設の更新等に合わせた嵩上げ等のハード対策や避難対策等のソフト対策の検討手順を示し
た「海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応策検討マニュアル（案）」を平成23年６月に策定。 

背景 

○海岸保全施設の多くは、築造後長い年数を経て老朽化が進行し、その維持管理が重要な課題となっている。 

○また、尐子高齢化等により社会資本整備に係る投資余力が低下するなか、海岸保全施設の更新等に当たっては、地球温
暖化に伴う海面上昇等への適応策を考慮し、長期的視点に立った計画的な取り組みが不可欠となっている。 

整備後、５０年以上
経過した施設が多く、
今後も増加する見込み

堤防・護岸の累積延長

堤防・護岸の新設延長

～

新設延長

累積延長海岸堤防の老朽化の状況 三大湾のゼロメートル地帯の現状 
  

1:500000

135°E

34°N

135°E

34°N

大阪湾

  

1:500000

137°E

35°N

137°E

35°N

伊勢湾

  

1:500000

140°E

35°N

36°N

140°E

35°N

36°N

  

1:500000

140°E

35°N

36°N

140°E

35°N

36°N

東京湾

現状 
海面 

上昇後 
倍率 

面積（k㎡） 577 879 １．５ 

人口（万人） 404 593 １．５ 

59cm海面上昇※した場合の三大湾のゼロメートル地帯への影響 

■：T.P.±0m以下 
■：朔望平均満潮位以下 
■：計画高潮位(HHWL)以下 

99 

※ IPCC第４次評価報告書 A1F1（化石燃料依存型. 高成長社会）シナリオ 



  

４．環  境 
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  海洋再生可能エネルギーへの取り組み 

背景 

• 二酸化炭素の削減目標  

• 福島第一原発のトラブル 

• 国産エネルギーの活用  

海洋の新しいエネルギー源 

風力、波力、海・潮流、海洋温度差  等 

 化石燃料: 60 % 

 原子力： 30 %  

 新エネルギー:   1.2% 

(Lunar Energy社) 

国内における再生可能エネルギーの利用・促進の
ニーズの高まり 

我が国の
発電端 
電力量 

2010年度 

（茨城県神栖市） 

データ: 「エネルギー白書2011」 

波力 風力 潮流 
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出典：総合海洋政策本部 

（酒田港） 



  海洋における炭素固定（ブルーカーボン） 

 
【背 景】 
・これまで海洋における炭素固定は見過ごされてきた。 

 （海面下は認識しにくい、植生のある沿岸域は限られている等  

  のため） 
・しかし、2009年10月に国連環境計画（UNEP）の報告書 

 『BLUE CARBON』にて海洋吸収の重要性が指摘された。 

 ◇陸より海の方が炭素を固定（３：７） 
 ◇海表面の0.2%しかない沿岸域で50%以上を固定 

・四方を海に囲まれた日本にとって、沿岸生態系による炭素固定 

 効果は大きく、その評価方法や技術開発の確立が重要である。 

沿岸生態系による炭素固定能力 

炭
素
固
定
速
度

（t
o

n
C

/h
a

/y
e

a
r）

干潟微細藻
（港空研）

アマモ
（港空研）

塩性湿地
（UNEP）

マングローブ
（UNEP）

海草場
（UNEP）

熱帯雤林
（UNEP）

6.8
4.6

17.3

6.5

1.8 1.0

0

5

10

15

20

温帯混合林
（森林総研）

1.2

・熱帯雤林より高い炭素固定能力を持つ。 

 （沿岸域における炭素固定速度は、最大で熱帯雤林の 

  ２～１７倍） 

※（独）港湾空港技術研究所の試算、 

  UNEP報告書「BLUE CARBON」より 

ブルーカーボン 
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 港湾における洋上風力発電の導入円滑化のための取組 

○現在の国内における洋上風力発電は、瀬棚港、鹿島港、酒田港周辺海域のみ。 

○近年の風力発電の大規模化等から、大規模風力発電事業（ウインドファーム）に適した水域への導入ニーズが
高まっており、その中でも最初の受け皿として、公物管理主体が明確な港湾区域が注目されている。 

○上記ニーズに対応しつつ、無秩序な開発を避け本来の港湾機能との共生を図るため、その導入手順等に
ついて環境省と連携して検討を行い、マニュアルを策定。 

港湾における洋上風力発電の設置事例 

瀬棚港 
600kW×2基 

鹿島港 

2,000kW×7基 
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港湾における風力発電導入の手順（案） 

事業者の選定
検討支援

検討支援

マーケットヒアリング 検討支援

諮問

答申

検討支援

事業ニーズの伝達

地域住民港湾管理者風力発電事業者 関係機関

必要に応じて情報提供
風力発電導入検討の発意

協議会設置に関する協議

適地の検討

港湾計画等への
位置付け

導入事業の
内容検討

公募要件の作成

公募

占用許可決定

応募

地方港湾
審議会

施設設置

発電開始

事業化の決定

占用許可

許認可等手続の円滑化

詳細条件協議

モニタリング

各段階で地域住民
の意見を確認し、
事業実施に反映

意見聴取
・縦覧
・パブリックコメント
・説明会 等

フォローアップ

交通政策
審議会

○
○
港
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
検
討
協
議
会
（
仮
称
）

選定

港湾計画変更の
場合は公示

意見聴取
・縦覧
・パブリックコメント
・説明会 等

※交通政策審議会に
諮るのは「改訂」と
「一部変更」の場合

・風況観測調査
・環境影響評価

事業化に向けた詳細検討
（航行安全対策等）

建築確認


